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入学通知書は届きましたか　　
　　    　　羽島郡二町教育委員会

　町が滞納処分で差し押さえをした財産を、ヤ
フー株式会社が提供するインターネット公売シス
テムを利用して公売します。
　インターネット公売で落札された財産の買受代
金は、滞納者の未納税金に充てます。
　公売財産情報や入札方法などは、町ホームペー
ジ（URL�http：//www.town.kasamatsu.gifu.jp/
shuunou/sk004.htm）をご覧ください。
【参加申込期間】
2月16日（水）午後1時～28日（月）午後11時
【入札期間】
3月4日（金）午後1時～6日（日）午後11時
【問合先】収納管理課

　県では交通事故により、親などを亡くした交通
遺児に激励金を支給しています。該当される方は
申し込みください。
【対象者】5月5日現在、岐阜県内に居住し、交通

事故により生計を共にしていた父また
は母（すでに父母がなかった場合には
それに代わる方）を亡くされた義務教育
終了までの方および高等学校在学中の
20歳未満の方。

　　　　　ただし、交通遺児となった後、養子縁
組や父、または母が再婚し生計を共に
することとなった方は除きます。

【申込期限】3月10日（木）
【申込・問合先】環境経済課

　羽島郡二町教育委員会では、平成23年4月に
小・中学校へ入学されるお子さんの保護者へ、1
月下旬に「入学通知書」を送付しました。
　小・中学校入学予定者で次に該当する方は、至
急ご連絡ください。
・入学通知書が届いていない方。
・入学通知書の記載事項に誤りのある方。
・指定された学校以外へ入学される方。
・住所を変更された方。
※その他、入学についてのご相談がありました
ら、ご連絡ください。
【連絡先】羽島郡二町教育委員会　☎245－1133

　町公共施設の使用許可申請書は、職員がいる
公共施設において、管理している施設以外の使用
申請も受け付けることができます。
　また、使用許可申請書様式は町ホームページか
らダウンロードできます。
　詳しくは、受付窓口でお問い合わせください。
【受付時間】平日午前8時30分～午後5時30分
【受付場所】
中央公民館、松枝公民館、総合会館、福祉会館、
役場１階福祉健康課窓口、福祉健康センター
【使用許可申請可能施設】
中央公民館、松枝公民館、下羽栗会館、体育館、
総合会館、スポーツ交流館、運動場、テニスコート、
学校開放施設、福祉会館、厚生会館

インターネット公売開催
　　  　 収納管理課

公共施設使用許可申請場所
のお知らせ　　  　　企 画 課

交通遺児激励金支給事業
環境経済課

株式会社 光製作所
航空宇宙産業に
貢献する

羽島郡笠松町中野
☎387－4361

借金返済にお悩みの方へ借金返済にお悩みの方へ
認定司法書士が解決方法をご提案します。
お気軽にご相談下さい。 相談料無料

司法書士法人あおぞら合同事務所
岐阜市加納新本町1丁目25番地（ベルウッド1階） ●JR岐阜駅南口より徒歩７分 ●駐車場完備
TEL058-276-1751（要予約） http://www.aozoralaw.com


